
こども性暴力防止法の施行に向けた対応について①
◆法の概要、対象事業、犯罪事実確認手続き、スケジュールは３枚目以降参照

＜こども性暴力防止法の施行に向けた準備について＞
・こども性暴力防止法が今年12月25日に施行される。
・この法律では、認可保育所、認定こども園、児童館等、こどもに保育、教育等を提供する事業者に、
従事者の性犯罪前科の確認（犯罪事実確認）など、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務づけられ
ている。
・犯罪事実確認等の各種手続きは、原則「こども性暴力防止法関連システム」においてオンラインで行
われる。
・事業者には、法律の施行と同時に、従事者の犯罪事実確認等の各種義務が生じることから、施行時点
でシステムへのアカウント登録が確実に行われていなければならない。
・また、安全確保措置に関する対応として、従事者に対して研修を受講させなければならず、法施行前
に行う必要がある。
・さらに、学校設置者等（市町村、社会福祉法人等）は、従事者が児童対象性暴力等の疑いを把握した
場合の報告のルール、その後の対応ルールの策定、周知を行う必要があり、法施行前に、従事者並びに
児童等及び保護者に対して周知することとされている。
・こども性暴力防止法施行ガイドラインにおいては、学校設置者等が児童等や保護者に対して、法にお
ける犯罪事実確認その他安全確保措置等の仕組みや、これに基づく教育、保育等の現場における取組、
性暴力とは何かということ、児童等が被害にあった場合の対応、こどもの権利等について周知、啓発を
行うことが重要であると示されている。



こども性暴力防止法の施行に向けた対応について②

＜市町村への依頼(協力)事項＞
１ ＧビズＩＤ取得
(1) 公立の保育所・認定こども園等の設置者としてのＧビズＩＤの事前取得（首長部局でＩＤは１つ）

・今月中に事前取得をお願いします。（詳細は、「こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要と
なるＧビズＩＤの事前取得について」（令和８年３月１３日付け こ育３００５２－１８４号 各市町
村保育担当課長あて 群馬県生活こども部こども・子育て支援課長名通知）を参照）

(2) 貴市町村内の民間保育所、認定こども園（全類型）、家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保
育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度））の
施設に対するＧビズＩＤ取得の周知
・上記(1)と同様に、今月中に事前取得するよう､周知をお願いします。

２ 施設等の事業者情報の一括登録（まとめ登録）
(1) まとめ登録（別途、県から登録様式等を含め通知する）
・事業者のアカウント登録は、登録漏れを防ぐ、登録情報に誤りがないかを確認するなどの観点から、
所轄庁（※１）において、事業者の情報を取りまとめ、ファイル（エクセル）登録する。
・所轄庁で登録したファイルは、登録とりまとめ担当である群馬県に送付、群馬県からこども家庭庁に
提出する。
市町村（中核市含む）から県への送付先、送付期限（※２）は別途通知済。

＜※１所轄庁＞
〇群馬県生活こども部こども・子育て支援課
・保育所（中核市立および中核市に所在する私立を除く）
・認定こども園（中核市立および中核市に所在する私立を除く）
上記２施設については、市町村保育担当課経由で各施設で入力したファイルを送付していただくよ

う協力をお願いします。
・児童厚生施設 （次項へ続く）



こども性暴力防止法の施行に向けた対応について③

＜市町村への依頼(協力)事項＞
＜※１所轄庁（前項から続く）＞
〇中核市

市内に所在する保育所、認定こども園
〇市町村（中核市含む）

家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
＜※２＞

送付先 県こども・子育て支援課（児童厚生施設以外は保育係、児童厚生施設は子育て支援係）
送付期限 認定こども園：５月２９日（金） 保育園等児童福祉関係：６月３０日（火）

◆留意事項
送付期限に遅れ、こども家庭庁運用のシステムへのアカウント登録が間に合わないまま、施行日以降

に新たな従業者を雇い入れ、犯罪事実確認をせずに、こどもに接する業務に従事させた場合は、法律違
反状態になります。送付期限は厳守願います。

３ 安全確保措置、情報管理措置等
・「こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児
童等向け周知用資料のひな型について（周知依頼）」（令和８年４月２１日付けこ支性第５号こども家
庭庁支援局長通知）を参照願います。（当課から令和８年４月２７日メール送付済）
・法施行前までに、学校設置者等が従事者への研修、児童対象暴力等の疑いを把握した場合の報告ルー
ル・対応ルールの策定、従事者や児童等及び保護者への周知を行う必要がありますが、こども家庭庁に
おいて、従事者向け研修教材、こども性暴力防止法に関する解説動画・資料、報告ルール・対応ルール
のひな型、保護者向け周知用資料のひな型及び児童等向け周知資料（相談後のフロー）のひな型をホー
ムページで掲載しています。
・これらを活用し、学校設置者等として、法施行前までに必要な対応を行っていただくとともに、貴市
町村管内の各種法人等に対しても、同様の対応を行っていただくよう周知をお願いします。














